
令和元年度 第６回清里区地域協議会次第 

 

日 時：令和元年 10 月 23 日(水) 午後 3 時から 

場 所：清里区総合事務所３階 第３会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 報 告 

 （1）総務・地域振興グループ報告事項 

   ・台風第 19号による清里区の被害状況について      ・・・資料 1 

 

（2）教育・文化グループ報告事項 

   ・公の施設の使用料改定について            ・・・資料 2-1、2-2 

 

 （3）行政改革推進課報告事項 

   ・今後の「公の施設の再配置計画」の取組について    ・・・資料 3-1、3-2、3-3 

 

 （4）板倉区建設グループ報告事項 

   ・道路除草に係る実態調査結果について         ・・・資料 4 

 

 

５ 協 議 

○ 地域活動支援事業の目的・効果に照らした 

「地域協議会による再度の見直し」について    ・・・資料 5-1、5-2、5-3 

 

 

６ その他  

○ 令和元年度第７回清里区地域協議会の開催について 

   日 時：令和元年 11月 21日（木）午後 3時 30分から 

   会 場：清里区総合事務所 第 3会議室 

 

７ 閉 会 



資料１ 

台風 19号による清里区の被害状況について（10月 23日 10時現在） 

 

１ 被害件数 

道路 農道 林道 河川 農地 農業用施設 土砂災害等 計 

29 4 12 7 17 6 3 78 

 

２ 主な被害状況 

⑴ 梨窪地内土砂災害 

被害状況 発生場所 被害内容 対応状況 1 対応状況 2 

土砂崩れ 梨窪地内 【内容】 

治山堰堤上部斜面崩落し堰堤

を越流し集落方向に土砂流出 

【規模】 

L=200ｍ、W=100ｍ 

【日時】 

10/13 9:20 

【対応】 

地元から県に通報

済み 

【日時】 

10/17 

【対応】 

大型土嚢による土留

工実施（県実施） 

⑵ 市道青柳日の八線 

被害状況 発生場所 被害内容 対応状況 1 対応状況 2 

法面崩落 

倒木 

青柳地内 【内容】 

市道青柳日の八線法面崩落 

市道土砂流出 

【規模】 

L=22ｍ×H=20ｍ 

倒木 3本が電線に寄り掛かり 

【日時】 

10/13 8:30,17:00 

【対応】 

バリケード通行止 

迂回路あり 

倒木処理済 

【日時】 

10/16 17:00 

【対応】 

応急対策（土留工・

仮設道設置）により

通行止解除 

⑶ 市道赤池上牧線 

被害状況 発生場所 被害内容 対応状況 1 対応状況 2 

路肩崩壊 赤池地内 【内容】 

市道赤池上牧線路肩崩壊 

【規模】 

W=40ｍ×L=100ｍ 

【日時】 

10/14 11:30 

【対応】 

バリケード通行止 

迂回路あり 

【日時】 

 

【対応】 

 

３ 通行規制 

区分 名称（規制区間等） 

市道 ①赤池上牧線（赤池～梨平間で全面通行止） 

林道 ①黒保線（馬屋～林道田屋線終点間で全面通行止）、②青柳線（全面通行止）、③菅平

線（全面通行止）、④わらび平線（全面通行止） 

 



公の施設の使用料改定について 
 

１ 使用料改定の背景・目的 

 ・公の施設は、行政サービスの一環であり、公費と施設を利用する皆さんからの使用料によって、施設

の維持管理を行っています。 

 ・施設の老朽化や利用者数の減少等の環境変化を反映させる必要があるとともに、本年 10月から消費税

率が引き上げられました。 

・このような背景を踏まえ、利用者負担の適正化を図るため、使用料の改定を行います。 

 

２ 使用料算定の考え方 

・施設の区分に応じて考え方をまとめ、維持管理費の二分の一を負担していただくことを基本に使用料

を算定しています。 

・使用料の増額改定に伴い、施設を利用する皆さんの急激な負担増や、増額に伴う利用控えの影響を少

なくするため、増額の幅が最大でも 1.2倍程度となるよう調整しています。 

現行使用料（単価） 調整率 

1,000円以下の施設 現行使用料の 1.2倍 

1,000円を超える施設 現行使用料の 1.1倍 

 

・算定の考え方等 

基準 算定の考え方 施設の区分 算定例 

Ａ 

・維持管理費の状況を踏まえた利用

者負担となるよう算定しています。 

・現行使用料に調整率を乗じた額と

しています。 

貸館施設 

体育施設 

市民プラザ 会議室 1時間当たり 

現行使用料 700円 

700円×1.2倍＝840円 

Ｂ 

・地域の集会施設などについては、

どの地域でも同程度の単価となるよ

う算定しています。 

・部屋の機能に応じ、1㎡当たりの平

均単価に各部屋の面積を乗じた額

と、現行使用料を比較し、算定して

います。 

地域の集会施設 

高士地区公民館 調理室 

1時間当たり 

現行使用料 160円 

1㎡の当たりの平均単価 

4円×45㎡＝180円 

Ｃ 

・消費税率の改定に対応して、税の

引上げ相当分を加算するなどして、

算定しています。 

既に適正な利用

者負担がなされ

ている施設等 

総合体育館 1時間当たり 

現行使用料 1,500円 

1,500円＋2％(27円)＝1,530円 

 

３ 改定使用料案 

 ・改定する使用料は、現行使用料に対して消費税率引き上げ相当分(約 2％)から最大でも 1.2倍程度の引

き上げを行います。 

・詳細は別紙「改定使用料案の新旧対照表」を参照してください。 

 

４ 改定予定時期 

・市議会 12 月定例会に関係条例の改正案を提案し、議会での議決を前提として、令和 2 年 4 月 1 日以降

の利用から改定後の使用料の額を適用します。 
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公の施設の再配置の取組状況と現状と課題について 
 
１ これまでの取組状況 

市町村合併後、公の施設の廃止や譲渡を進め、 

平成 23年 10月時点で 991施設あった公の施 

設は、平成 31年 4月 1日現在、742施設とな 

っています。 

 

２ 現状と課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 公の施設の再配置の必要性 

  将来予測される人口減少や収支不足の市の財政状況等を踏まえ、今後、施設の老朽化がますます

進行し、大規模修繕や更新が見込まれる中、多くの施設を現状のまま維持していくことは困難な状

況です。 

  このような状況の下、今を生きる私たちは、地域の皆さんと共に、子どもや孫など次代を担う世代

が今後も安心して暮らすことができる将来を見据え、教育や福祉を始めとした市民生活を支える基

礎的なサービスを安定的に提供していくためにも、施設の廃止や機能の集約を行う必要があります。 

  また、継続すべき施設については、末永く利用していただくため、適切に維持・管理し、長寿命化

を図ることとしています。 

 

２ 基本事項 

  ・計画期間：令和 3年度～令和 12年度の 10年間とし、令和 7年度に見直しを行います。 

 

 

 

３ 今後の取組の方針 

取組方針 具体的な取組 

①人口や財政状況を踏まえ施設の配置を検討 廃止（休止） 

用途の変更 

機能の集約 ②地域の実情を踏まえ施設の配置を検討 

③利用状況を踏まえ適切な管理者によるサービス提供を検討 
民間譲渡 

貸付又は譲渡 

④長期にわたり利用促進を図るため計画的な修繕等について検討 施設の長寿命化 

 

４ 今後の取組のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公の施設の再配置計画（個別施設計画）について 

現 状 
 

○人口推計 

合併当時 21万人であった人口は、減少傾向が続いており、

令和 27年には、推計で約 14万人となる見込み。 

（H31.4.1 現在の人口：192,068 人） 
 

○財源不足 

市の財政は、歳出が歳入を上回るため、財源不足を基金の

取崩しで補う状況が続く見込み。（R2～R4 年度で 49.6 億円の

取崩しを予定しており、また、R5 以降においても収支均衡を図る

目途がたっていない。） 
 

○公の施設の状況 

・ 多くの施設の老朽化に伴う、維持管理経費と更新費用増

加の見込み。 

（今後 40 年間の維持・更新費用試算額：約 4,325 億円） 

・ 合併前の各市町村で進めた施設整備により多くの類似施

設を保有している。（温浴施設、体育館など） 

課 題 
 

○人口減少 
 

○施設機能の重複する配置 
 

○施設更新、維持管理に係る

財政負担の抑制 
 

○施設機能の適正な維持 

 ＊老朽化する施設に対する計画

的な修繕の実施、機能を維持

するための複合化（機能集約） 

742
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① 市内の全施設を機 
能ごとに分類化 

 
② 機能の必要性を施 

設分類ごとに整理 
 
③ 施設分類ごとに取 

組方向を整理 

温浴 集会 温浴 
交流 

集会 学校 体育館 

集会 
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<Ⅳ類> 
民間と競合 

<Ⅲ類> 
利用者が限定 

<Ⅰ類> 
公共性が高い <Ⅰ類> 

公共性が高い 

現在の施設配置 

温浴 集会 温浴 
交流 

集会 学校 体育館 

集会 
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① 一定の再編基準や配
置バランスの目安を
もとに再配置候補施
設リストを作成 

 
② 候補施設リストをた

たき台とし、地域・
関係者に説明、協議
しながら再配置計画
を作成 

A地区 B地区 

C地区 

廃止 

民間譲渡 廃止 
機能集約 

統合 

貸付 
廃止 

用途変更 

将来の施設配置 

機能集約 

機能集約 

譲渡 

▲249 

将来的な施設の配置について 
 今後、人口減少等による利用状況の変化などに対応するため、これまで地域自治区ごとに配

置している施設を、複数の地域自治区で供用すること、また、複数の異なる機能の施設を集約

することで維持管理費用の縮減を図ることが必要と考えています。 

 

<Ⅲ類> 
利用者が限定 

現在の施設配置 

施設数 

白抜きは存続 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

見直し

前期（令和3年度から令和7年度） 後期（令和8年度から令和12年度）

全体の計画期間（令和3年度から令和12年度）

今後の「公の施設の再配置計画」の取組について 
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